
第９章 国民健康保険財政運営

３.現行保険税率と新たな保険税率の比較（モデルケース）

【モデルケース1】

○世帯員数2名

- 夫（70歳）： 世帯主、年金収入180万円、固定資産なし

- 妻（70歳）： 収入なし

第11節 新たな保険税率

【モデルケース2】

○世帯員数2名

- 夫（40歳）： 世帯主、給与収入300万円、固定資産なし

- 妻（40歳）： 収入なし

【モデルケース3】

○世帯員数4名

- 夫（40歳）： 世帯主、給与収入600万円、固定資産税10万円あり

- 妻（40歳）： 収入なし

- 子（13歳）

- 子（10歳）

※モデルケース1では、低所得者の軽減制度を適用しています。

図表9-26 モデルケース1（夫婦70歳、夫年金収入180万円）

図表9-27 モデルケース2（夫婦40歳、夫給与収入300万円）

図表9-28 モデルケース3（40代夫婦、10代子2人、夫給与収入600万円、固定資産あり）

※増加額は令和7年度と比較した令和8年度の増加額

※モデルケース3では、子ども・子育て支援金軽減制度を適用しています。
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